
木造住宅
無料耐震診断を
受けてみませんか？

　甲賀市にも頓宮断層（土山町・甲賀町）、黄瀬断層（信楽町）、
葛木断層（甲南町）などが存在し、とくに琵琶湖西岸断層
帯を震源とする地震、東南海・南海地震の発生が危ぶまれ
ています。
　市では木造住宅耐震診断員派遣制度により、お申し込み
のあった住宅に、専門の診断員（滋賀県主催の養成講習会
を受講した建築士）を派遣し、無料耐震診断を行っています。
　次の条件を満たす木造住宅にお住まいの方は、ぜひお早
めにお申し込みいただき耐震診断を受けてください。

■印鑑、住宅の建築年次のわかる書類（固定資産税名
寄帳兼課税台帳、建築確認通知書、登記済証など）
■申込窓口
都市計画課計画係、または各支所

対象建築物
（以下の条件すべてに合うもの）

申込手続きに必要なもの

●甲賀市内の木造住宅
●昭和56年5月31日以前に着工されたもの
●階数が２階以下かつ延床面積が300㎡以下のもの
●延床面積の半分以上を住宅として使っているもの
●木造軸組工法のもので、枠組壁工法、丸太組工法
でないもの
　■実施予定件数　　100件（受付順）

滋賀県は活断層の密集地です。
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問い合わせ　都市計画課　計画係
☎ 65-0719　℻ 63-4601

�広報あいこうか2007.5.15


